
  

一 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

（
刑
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
百
三
十
一
条
中
「
拘
留
又
は
科
料
」
を
「
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科
料
」
に
改
め
、
同
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
加
害
目
的
誹ひ

謗ぼ
う

等
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二 

人
の
内
面
に
お
け
る
人
格
に
対
す
る
加
害
の
目
的
で
、
こ
れ
を
誹ひ

謗ぼ
う

し
、
又
は
中
傷
し
た
者
は
、

三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
。 

２ 

前
項
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
三
十
条
の
二
の
例
に
よ
る
。 

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
地
方
裁
判
所
」
の
下
に
「
及
び
簡
易
裁
判
所
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
ニ
中
「
ハ
ま
で
」
を



 

二 

「
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ニ 

刑
法
第
二
百
三
十
条
（
名
誉
毀
損
）
、
第
二
百
三
十
一
条
（
侮
辱
）
又
は
第
二
百
三
十
一
条
の
二
（
加
害
目
的
誹ひ

謗ぼ
う

等
）
の
罪 

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
四
条
、
」
及
び
「
又
は
第
十
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
地
方
裁
判
所
」
の
下
に
「
及

び
簡
易
裁
判
所
」
を
加
え
る
。 

（
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
よ
る
情
報
の
流
通
」
を
「
係
る
情
報
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
号
中
「
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を
削
り
、
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び

第
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
（
当
該
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
情
報
が
不
特
定
の
者
に
送
信
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
」
及
び
「
（
当
該
送
信
装
置
に
入
力
さ
れ
た
情
報
が
不
特
定
の
者
に
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
よ
る
情
報
の
流
通
に
よ
り
」
を
「
係
る
情
報
に
よ
っ
て
」
に
改
め
、
「
、
権
利
を
侵
害
し
た
情
報
の



  

三 

不
特
定
の
者
に
対
す
る
送
信
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
」
を
削
り
、
「
該
当
す

る
と
き
」
を
「
該
当
す
る
場
合
（
当
該
特
定
電
気
通
信
が
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
権
利
を
侵
害
し
た
情
報
の
不
特
定
の
者
に
対
す
る
送
信
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
技
術

的
に
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
）
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
よ
る
情
報
の
流
通
」
を
「
係
る
情
報
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
よ
る
情
報
」
を
「
係
る
情
報
」
に
改
め
、
「
の
流
通
」
を
削
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
よ
る
情
報
の
流
通
」
を
「
係
る
情
報
」
に
改
め
、
「
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
に

限
り
」
を
削
り
、
「
権
利
の
侵
害
」
を
「
権
利
を
侵
害
し
た
と
す
る
情
報
の
発
信
者
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下
に
「
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
」
を
加
え
、
「
）
の
」
を
「
）
の
う
ち
、
特
定
発
信
者
情
報
（
発
信
者
情
報
で
あ

っ
て
専
ら
侵
害
関
連
通
信
（
侵
害
情
報
の
発
信
者
に
よ
る
当
該
侵
害
情
報
の
送
信
に
係
る
特
定
電
気
通
信
役
務
（
特
定
電
気

通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い

う
。
）
を
い
う
。
）
を
利
用
し
た
当
該
侵
害
情
報
以
外
の
情
報
の
電
気
通
信
に
よ
る
送
信
で
あ
っ
て
、
当
該
侵
害
情
報
の
発

信
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
と
し
て



 

四 

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
発
信
者
情
報
に
つ
い
て
は
第
一
号
及
び
第
二

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
、
特
定
発
信
者
情
報
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
の
流
通
」
及
び
「
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
当
該
権
利
を
侵
害
し
た
と
す
る
情
報
の
発
信
者
に
係
る
特
定
発
信
者
情
報
以
外

の
発
信
者
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

第
四
条
第
四
項
中
「
開
示
関
係
役
務
提
供
者
」
の
下
に
「
及
び
ド
メ
イ
ン
名
役
務
提
供
者
」
を
、
「
第
一
項
」
の
下
に

「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
開
示
関
係
役
務
提
供
者
」
の
下
に
「
及
び
ド
メ
イ
ン
名
役
務
提
供
者
」
を
加

え
、
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

特
定
電
気
通
信
に
係
る
情
報
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
特
定
電
気
通
信
に
係
る
電
気
通
信
事
業
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
ド
メ
イ
ン
名
の
取

得
、
維
持
又
は
管
理
に
関
す
る
役
務
を
提
供
す
る
者
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
当
該
特
定
電
気
通
信
に
係
る

開
示
関
係
役
務
提
供
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ド
メ
イ
ン
名
役
務
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、



  

五 

当
該
ド
メ
イ
ン
名
役
務
提
供
者
が
保
有
す
る
当
該
権
利
を
侵
害
し
た
と
す
る
情
報
の
発
信
者
に
係
る
発
信
者
情
報
の
開
示

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
当
該
開
示
の
請
求
に
係
る
侵
害
情
報
に
よ
っ
て
当
該
開
示
の
請
求
を
す
る
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
。 

二 

当
該
発
信
者
情
報
が
当
該
開
示
の
請
求
を
す
る
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他

当
該
発
信
者
情
報
の
開
示
を
受
け
る
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
附
則
第

六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

六 

第
二
百
三
十
五
条
た
だ
し
書
及
び
第
二
百
四
十
四
条
中
「
又
は
第
二
百
三
十
一
条
」
を
「
、
第
二
百
三
十
一
条
又
は
第
二

百
三
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

（
民
事
執
行
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
二
中
「
地
方
裁
判
所
」
の
下
に
「
又
は
簡
易
裁
判
所
」
を
加
え
る
。 

（
損
害
賠
償
命
令
に
関
す
る
規
定
の
整
備
） 

第
五
条 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手

続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
必
要
な
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
命
令
に
関
す

る
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

（
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



  

七 

第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
条
第
三
項
」
を
加
え
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第

五
条
第
三
項
」
に
改
め
」
に
改
め
、
同
条
に
五
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
号
中
「
よ
る
情
報
の
流
通
」
を
「
係
る

情
報
」
に
改
め
、
第
六
号
中
「
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
」
を
加
え
、
第
七
号
中

「
及
び
同
条
第
二
項
」
を
「
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ド
メ
イ
ン
名
役
務
提
供
者
及
び
同
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
「
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
に
限
り
」
及
び
」
を
削
り
、
「
に
、

「
（
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資
す
る
情
報
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
」
を
「
の
う
ち
、
特
定
発
信
者
情
報
（
発
信
者
情
報
で
あ
っ
て
専
ら
侵
害
関
連
通
信
に
係
る
も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
発
信
者
情
報
に
つ
い
て

は
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
、
特
定
発
信
者
情
報
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
」
に
改
め
」
を
「
に
改
め
、
「
（
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資
す

る
情
報
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
及

び
「
（
侵
害
情
報
の
発
信
者
に
よ
る
当
該
侵
害
情
報
の
送
信
に
係
る
特
定
電
気
通
信
役
務
（
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て

提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
を
利



 

八 

用
し
た
当
該
侵
害
情
報
以
外
の
情
報
の
電
気
通
信
に
よ
る
送
信
で
あ
っ
て
、
当
該
侵
害
情
報
の
発
信
者
を
特
定
す
る
た
め
に

必
要
な
範
囲
内
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十

五
条
第
二
項
」
を
加
え
」
に
改
め
、
同
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
」
を
「
同
項

第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
」
に
改
め
、
第
三
号
イ
及
び
ロ
中
「
の
侵
害
」
を
「
を
侵
害
し
た
と
す
る
情
報
の
発
信
者
」

に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
開
示
関
係
役
務
提
供
者
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
」
に
、
「
こ
の
条
」

を
「
こ
の
項
」
に
、
「
対
し
、
」
を
「
対
し
て
は
」
に
改
め
、
「
係
る
発
信
者
情
報
の
開
示
を
」
の
下
に
「
、
当
該
特
定
電

気
通
信
に
係
る
侵
害
関
連
通
信
の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
た
者
（
当
該
特
定
電

気
通
信
に
係
る
前
項
に
規
定
す
る
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
関
連
電
気
通

信
役
務
提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
当
該
関
連
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
保
有
す
る
当
該
侵
害
関
連
通
信
に
係
る
発

信
者
情
報
の
開
示
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
「
侵
害
関
連
通
信
」
と
は
、
侵
害
情
報
の
発
信
者
に
よ
る
当
該
侵
害
情
報
の
送
信
に
係
る
特
定
電
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気
通
信
役
務
を
利
用
し
た
当
該
侵
害
情
報
以
外
の
情
報
又
は
侵
害
情
報
の
発
信
者
が
当
該
侵
害
情
報
の
送
信
に
係
る
特
定

電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
、
若
し
く
は
そ
の
利
用
を
終
了
す
る
た
め
に
行
っ
た
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
に
係
る
識
別
符

号
（
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
が
特
定
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
際
し
て
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
を
他
の
者
と
区
別
し
て
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
）
そ

の
他
の
符
号
の
電
気
通
信
に
よ
る
送
信
で
あ
っ
て
、
当
該
侵
害
情
報
の
発
信
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
あ

る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

第
四
条
第
四
項
を
削
る
改
正
規
定
中
「
第
四
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

本
則
に
二
条
及
び
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
八
条
中
「
よ
る
情
報
の
流
通
」
を
「
係
る
情
報
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
条
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 
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由 
最
近
に
お
け
る
公
然
と
人
を
侮
辱
す
る
犯
罪
の
実
情
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
に
よ
る
被
害
の
実
情
等
に
鑑
み
、

侮
辱
罪
の
法
定
刑
を
引
き
上
げ
、
及
び
人
の
内
面
に
お
け
る
人
格
に
対
す
る
加
害
の
目
的
で
こ
れ
を
誹
謗
し
、
又
は
中
傷
す
る

行
為
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随

す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
対
象
事
件
に
、
名
誉
毀
損
罪
、
侮
辱
罪
及
び
加
害
目
的
誹
謗
等
罪

に
係
る
被
告
事
件
を
追
加
し
、
あ
わ
せ
て
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
に
関
し
、
開
示
請
求
に
係
る
事
案
の
拡
大
、
権
利
侵
害
の
明
白
性
の

要
件
の
削
除
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


